
�愛媛県告示第７３５号
医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の３第１０項の規定

により、第３次愛媛県地域保健医療計画（平成９年６月愛媛

県告示第８８６号）を変更し、第４次愛媛県地域保健医療計画

を次のとおり定めた。

平成１４年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、変更後の計画書を愛媛県保

健福祉部保健福祉課及び各保健所に備え置いて一般の縦覧に

供する。）
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